
○下関市表彰条例施行規則

平成１７年９月１５日

規則第３５７号

改正 平成１７年１１月１７日規則第３９５号

平成１８年１０月２３日規則第１０２号

平成１９年３月１６日規則第２５号

平成２１年２月２６日規則第１３号

平成２３年６月１０日規則第５９号

令和３年３月１９日規則第２０号

令和６年３月２８日規則第７号

令和７年２月２０日規則第１０号

（目的）

第１条 この規則は、下関市表彰条例（平成１７年条例第３４３号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（自治功労）

第２条 条例第２条に規定する自治功労表彰事由に該当する者は、次に掲げる

者とする。

(1) １０年以上市長の職にあった者

(2) １２年以上市議会議員の職にあった者

(3) １２年以上副市長又は公営企業管理者の職にあった者

(4) １２年以上自治会連合会長の職にあった者

(5) １６年以上地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の５第１

項及び第３項に規定する執行機関（下関市教育委員会を除く。）の委員の

職にあった者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市政の進展に貢献し、その功労が特に顕著

な者



（在職期間の特例）

第３条 前条に掲げる自治功労表彰の表彰事由に係る職の２以上に在職した者

が、それぞれその１の在職期間がそれぞれの表彰所定期間に満たないため表

彰事由に該当しない場合においても、それぞれの在職期間を次条に定める計

算方法により通算した結果、表彰所定期間に達するときは、その通算した期

間中その職に在職したものとみなして、その者を表彰することができる。

（在職期間の計算方法）

第４条 １の在職期間は、就職の月から退職の月まで月をもって算定し、１月

に満たない端数は、それが１５日未満のときはこれを切り捨て、１５日以上

のときはこれを１月とする。

２ 同一の職に再就職した場合は、前項の規定により算出したその前後の在職

期間を通算する。

３ ２以上の職の在職期間を通算する場合は、前２項の規定により算出した在

職期間のうち最も長いものに、他のものをその最も長いものの職に係る表彰

所定期間を基準にした表彰所定期間の比率により換算した期間（１月未満の

端数が生じたときは、１５日未満のときは切り捨て、１５日以上のときは１

月として計算する。）をその最も長いものの在職期間として通算する。ただ

し、同時に在職した場合の重複する在職期間は通算しない。

４ 第１項の規定により算出した在職期間がそれぞれの表彰所定期間の２分の

１に満たないときは、前２項の規定にかかわらずこれを通算しない。

（推薦の方法）

第５条 表彰を受けるにふさわしい者を推薦しようとする者は、推薦書（様式

第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 個人を推薦するとき。

ア 功績調書（様式第２号）

イ 履歴書（様式第３号）

(2) 団体を推薦するとき。

ア 功績調書（様式第２号）



イ 調査書（様式第４号）

（功労章）

第６条 条例第３条第１項に規定する功労章は、様式第５号による。

（追彰の方法）

第７条 条例第４条の場合における表彰状等は、表彰を受けるべき遺族に授与

する。ただし、遺族がないときは、市長が定める者に授与するものとする。

２ 前項に規定する遺族の範囲及び順位は、次のとおりとする。

(1) 配偶者（婚姻の届けをしていないが、表彰を受けるべき者の死亡当時事

実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。）

(2) 子

(3) 父母

(4) 孫

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

（功労章のはい用）

第８条 功労表彰を受けた者（以下「受彰者」という。）が条例第６条に規定

する式典に出席しようとするときは、功労章をはい用するものとする。

（表彰者名簿）

第９条 表彰を受けた者を永久に記録するため、表彰者名簿を備える。

（功労章の紛失）

第１０条 受彰者が功労章を紛失したときは、功労章紛失届（様式第６号）を

市長に提出し、自費により調製することができる。

（審査委員会の会長等）

第１１条 条例第９条に規定する下関市表彰審査委員会（以下「委員会」とい

う。）に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理す

る。



（委員会の会議）

第１２条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

２ 委員会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができな

い。

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。

４ 議事について、直接の利害関係を有する委員は、その会議に出席すること

ができない。

（会議の非公開）

第１３条 委員会の会議は、非公開とする。

（その他）

第１４条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 平成１７年２月１２日をもって廃止された下関市、菊川町、豊田町、豊浦

町及び豊北町において、第２条各号に規定する職に相当する職にあった者に

ついては、同条各号に規定する職にあった者とみなし、在職期間を通算す

る。

３ 第８条及び第１０条の規定は、この規則の施行の日以後の受彰者について

適用する。

（市議会議員の在職年数の特例）

４ 平成１７年２月１２日に、同日をもって廃止された下関市、菊川町、豊浦

町及び豊北町の議会の議員であった者（ただし、平成１７年２月１３日に市

議会議員の職にある者を除く。）のうち、合併がなかったものとした場合に

おける当該市町の議会の議員の任期が満了すべき日（以下「任期が満了すべ

き日」という。）前に退職し、かつ、その在職期間が１２年未満である者



で、当該在職期間と当該退職した日の翌日から任期が満了すべき日までの期

間を合算した期間が１２年以上であるものは、第２条第２号に規定する１２

年以上市議会議員の職にあった者であるものとみなす。

５ 第２条第２号に規定する期間を通算する場合において、平成１７年２月１

２日をもって廃止された下関市、菊川町、豊浦町及び豊北町の議会の議員で

あった者のうち、平成１７年２月１３日から平成１９年２月１２日までの全

期間市議会議員の職にあった者は、当該市町の議会の議員の任期の初日から

平成１９年２月１２日までの期間を４年として通算するものとする。

附 則（平成１７年１１月１７日規則第３９５号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成１８年１０月２３日規則第１０２号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成１９年３月１６日規則第２５号）

（施行期日）

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に、この規則による改

正前の下関市表彰条例施行規則第２条第３号に掲げる助役又は水道事業管理

者の職にあった者は、それぞれこの規則による改正後の下関市表彰条例施行

規則（以下「新規則」という。）第２条第３号に掲げる副市長又は上下水道

事業管理者の職にあった者とみなし、在職期間を通算する。

３ 施行日から当分の間、新規則第２条第３号中「副市長」とあるのは、「副

市長、地方自治法の一部を改正する法律（平成１８年法律第５３号）による

改正前の地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１６８条第２項に定める

収入役」として、この規定を適用する。

附 則（平成２１年２月２６日規則第１３号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成２３年６月１０日規則第５９号）



この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下関市表彰条例

施行規則の規定は、平成２３年４月１日から適用する。

附 則（令和３年３月１９日規則第２０号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（令和６年３月２８日規則第７号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（令和７年２月２０日規則第１０号）

この規則は、公布の日から施行する。














